
 
第 3 回 川俣町中心市街地活性化基本計画策定委員会 

 
日時：平成 25 年 7 月 10 日（水） 

午後 1 時 30 分～ 
場所：中央公民館 第 2・3 研修室 

 
次第 

 
1 開会 
 
2 委員長挨拶 
 
3 議事 
（1）協議 
  協議事項 1 中心市街地の基本コンセプト・基本方針（案）について 
 
（2）その他 
 
4  その他 

 
5 閉会 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

◆中心市街地の基本コンセプト・基本方針（案） 

～ 人々の結いで紡ぐ 賑わい・活力のあふれるまち ～ 

【中心市街地の基本コンセプト】 

基本方針①：快適で人にやさしく、住みたいと思える中心市街地 
 

中心市街地は、歩いて暮らせる範囲に居住・商業・公共など、様々な機能が集積

しており、利便性の高い場所である。 

しかし、少子高齢化・人口減少が進み、高齢者一人暮らし世帯の増加や地域活動

の縮小化など、多くの問題が発現している。 

以上のことから、生活利便施設の集積を十分に活用しつつ、良好な生活環境を創

出することで、「快適で人にやさしく、住みたいと思える中心市街地」を形成する。 

【中心市街地の基本方針】 

基本方針②：地域に根付き、独自性のある魅力を持った中心市街地 
 

中心市街地は、商業施設が集積しており、周辺住民の暮らしを支える「核」とな

っている。また、昔ながらの商店街として、「義理・人情」が息づいた、地域に密着

した特性を持つ。 

しかし、利用者の購買活動が広域化・多様化する中で、郊外店舗の影響による販

売額の減少、空き店舗の増加など、商業機能が低下しつつある。 

以上のことから、地域密着の商業形態という特性を活用しつつ、他都市や郊外店

舗との差別化を図ることで、「地域に根付き、独自性のある魅力を持った中心市街地」

を形成する。 

基本方針③：町内外の様々な人が集い、盛んな交流が行われる中心市街地 
 

中心市街地は、広瀬川や土蔵など、潤いや文化を感じさせる資源を有している。

さらに、絹蔵は周辺住民の「語らいの場」としての機能も果たしている。 

しかし、中心市街地の歩行者・自転車が減少しており、賑わいを失いつつある。

さらに、「シルクピア」や「ここら」が郊外部に所在し、町外からの来訪者は中心市

街地を訪れにくい状況にある。 

以上のことから、中心市街地内の各資源、中心市街地とシルクピア等の郊外施設

それぞれを活用・連携強化することで、「町内外の様々な人が集い、盛んな交流が行

われる中心市街地」を形成する。 

【中心市街地の果たすべき役割】 

 

①公共・公益的サービスを提供する場  ②快適な居住サービスを提供する場  ③日常的な買い物を支える場 

④雇用を支える起業の場  ⑤買い物の楽しみを与える場  ⑥商業をはじめとする異業種が交わる場  

⑦安心・安全や子育てなどコミュニティを形成する場 

着 眼 

➢中心市街地は、日常的な買い物など各種買い物に利用されているが、前回調査よりも「道の駅周辺の商業施設」を利用する割合が増加している 

➢中心市街地へ来訪する手段は、前回調査時点よりも「自家用車」を利用する割合が増加 

➢多様性・利便性が高く、誰もが魅力を感じ、歩いていて楽しい商店街が望まれている 

➢多くの人の活動や交流により活気がある商店街が望まれている 

➢必要と思われる主な施設として「商業（買い物）施設」「飲食店」「公園・イベント広場」「福祉・医療施設」「駐車場」が挙げられた 

➢今後も、中心市街地での継続した居住意向が一定程度伺える 

➢「空き地」「空き家」の活用手法として、貸地・貸家とする意向が一定程度伺える 

【アンケート結果】 

➢避難者の方にとっても中心市街地は「買物」の場となっている 

➢経営者の高齢化や後継者不足が伺える 

➢「閉店希望」が「経営継続希望」を上回っている 

➢閉店後の建物は、事業や居住のために活用していく意向が一定程度伺える 

➢中心市街地での活動に対し、参加はしているが、積極的ではない意向が多くなっている 

➢商店街は、義理と人情が生きており、高齢者の方々の生活と繋がっている 
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民 
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難
者 
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店
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営
者
等 

【多様な住宅の供給促進】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【子育て環境形成】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【高齢者福祉環境形成】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【地域コミュニティの強化】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

 

【他都市や郊外店舗との差別化】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【買い物以外の来街機会の創出】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【就業環境の形成】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

 
 

【子育て世代の交流促進】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【高齢世代の交流促進】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【多世代の交流促進】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

【買い物以外の来街機会の創出】 

ハード施策）・・・  ソフト施策）・・・ 

 
 

【活性化推進施策】 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

着 眼 

➢人口・世帯数ともに減少傾向にあり、中心

部では町域の減少率を上回っている 

➢少子高齢化が進行しており、中心部では町

域よりも高齢化の進行が早い 

➢中心部に人口が集積しているが、人口減少

に伴い密度も低下傾向 

➢町内就業率・就学率が低下しており、町外

の主たる就業・就学地は福島市、郡山市、

二本松市、伊達市 

➢買い回り品、外食の町内購買率は低く、主

たる流出先は福島市である 

➢震災の影響による避難者は、隣接する福島

市や二本松市、県外へ避難 

➢山木屋地区避難者の約 6 割が町内に避難 

➢主たる産業は「製造業」であるが、「サー

ビス業」「卸売業・小売業・飲食店」のシ

ェア率が高まる傾向 

➢農業・工業従事者は減少傾向にあるが、製

造品出荷額等は増加傾向 

➢中心市街地西部の国道 114 号に沿道商業

施設が集積しており、売場面積や従業者数

が増加傾向 

➢川俣町の商圏人口は減少傾向 

➢中心市街地の商店街（中丁・瓦町・鉄炮町）

に商店が集積しているが、従業者数や売場

面積は減少傾向 

➢最寄品及び買回り品ともに、中心市街地を

買い物先としているのは、地元購買人口の

うち半数未満 

➢空き店舗数は平成 12 年調査時点より増加 

【中心市街地の現況 総括】 

➢中心市街地居住者のさ

らなる少子高齢化・人

口減少が進むおそれが

ある 

➢町外への避難者は、川

俣町への帰還が不透明

である 

【中心市街地の問題点】 【中心市街地の課題】 

➢「飯舘村や浪江町等からの避難者」や「除

染作業員」が町内に在住 

➢中心市街地に住居・商業・公共機能が集積 

➢蔵や広瀬川など、地域資源が散在 

➢「シルクピア」「コスキン・エン・ハポン」

は安定した入り込みがあり、その他「ここ

ら」や「絹市」「川俣シャモまつり」等のイ

ベントを実施 

≪視点②・⑦≫ 

➢中心市街地での居住促

進・流出抑制 

≪視点①・②・⑦≫ 

➢子育て環境や高齢者福

祉環境の充実 

≪視点③・⑤≫ 

➢他都市や郊外店舗との

差別化 

≪視点⑤・⑦≫ 

➢買い物以外でも楽しめ

る魅力の創出 

➢従業者数や売場面積の

減少等により、商業機

能がさらに低下してい

くおそれがある 

➢主たる産業である製造

業事業所数の減少によ

り、雇用の場がさらに

減少していくおそれが

ある 

≪視点③・⑤・⑦≫ 

➢来街機会の創出 

≪視点②・⑦≫ 

➢地域コミュニティの維

持・活用 

活 

用 

➢就業・就学・買い物等

の日常行動の広域化・

多様化により、利用者

がより減少していくお

それがある 

≪視点④・⑥≫ 

➢就業の場の維持・増進 

➢歩行者や自動車等の交

通量減少にともない、

利用者数も減少してい

くおそれがある 

➢山木屋地区のコミュニ

ティ維持が困難である 

改 

善 

➢中心部を通過する都市計画道路は全て未整

備 

➢中心市街地商店街の交通量は、平成 12 年

調査時点より歩行者、自転車、自動車、二

輪車の全てにおいて減少 

視 点 

※○○○○：町域全域に関わる事項 

協議事項 1 中心市街地の基本コンセプト・基本方針（案）について 資料 1 




